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富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例の制定について 

富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３９

年条例第１号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

平成２９年２月１４日提出 

 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘 

 

 

 

提 案 理 由 

非常勤嘱託職員の報酬の改定等を行うため、富士見市特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１

項第１号の規定により、この案を提出します。 



 

富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例 

 

富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３９

年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

別表６の項中「６，５００円」を「９，２００円」に、「５，９００円」を「 

７，６００円」に改める。 

別表７２の項中「２３５，５８０円」を「２３７，１８０円」に、「１６，３４０

円」を「１８，１６０円」に、「１，５８０円」を「１，５９０円」に改め、同項を

同表７３の項とする。 

別表中７１の項を７２の項とし、５４の項から７０の項までを１項ずつ繰り下げ、

５３の項の次に次のように加える。 

５４ 教育振興基本計画審議会委員 日額 ３，０００円 

附 則 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 


